
    

　

4月中河内地区事件事故発生状況
事件 ０件

交通事故

物件事故・・・ ３件

人身事故・・・ ０件

八幡東警察署

ホームページ

緊急時慌てず焦らず１１０番

１１０番は緊急電話
相談事は＃９１１０

八幡東警察署

６６２－０１１０
駐在所に連絡する際は

警察署を経由して下さい。

河内駐在所だより
道路横断時は左右を確認！ 令和7年5月号

詳しく
は
コチラ

過ぎ行く春が惜しまれる頃となりました。
八幡東区内で、財務省を名乗る男性が高齢
者宅を訪問し、キャッシュカードを盗む事件が発
生しました。
不審な訪問者は１１０番通報をお願いします。
また「+」で始まる国際電話からの不審電話も
多発しています。
固定電話については、国際電話休止の手続き
が可能ですので、国際電話が必要ない方はご
相談ください。

訪問販売・訪問購入のトラブルが増加しています！

”給湯器や屋根の無料点検”にご注意下さい
〇 リフォーム業者が突然訪問し、無料点検を持ちか

けるなどして、故意に瓦を壊したり、「このままでは

壊れる。」などと不安をあおり、高額な給湯器の交

換や屋根の契約を迫るトラブルが増加しています。

〇 突然の訪問を受けても、「安易に自宅に入れ

ない」「その場では点検させない・契約しない」よう

注意しましょう。

悪質な訪問購入トラブルが増加しています
〇 「何でも買い取ります。」と言って訪問した業者が

「貴金属も見せて欲しい。」などと話し、目を離した

隙に、指輪などの貴金属を持ち去ったり、安価で

強引に買い取ろうとする事案が発生しています。

〇 業者から電話が架かってきても、安易に訪問を

承諾せず、突然訪問してきても家に入れないよう

にしましょう。

河内駐在所員から

不安を感じたり、困った時は、一人で悩まず、お近くの
警察署又は消費生活センター（消費者ホットライン☎１８
８（いやや））までご相談ください！


